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○富津市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助金交付要綱 

令和６年９月30日 

告示第161号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、自転車乗車用ヘルメットの着用を促進することにより交通事

故の防止及び被害軽減を図るため、自転車乗車用ヘルメットを購入する者に対し、

予算の範囲内において富津市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助金（以下

「補助金」という。）を交付することについて、富津市補助金等交付規則（昭和

47年富津市規則第６号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象） 

第２条 補助対象となるヘルメット（以下「対象ヘルメット」という。）は、新品

未使用の状態で購入したもので、自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で

製造され、次の各号のいずれかの安全基準を満たすものとする。 

(１) 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク 

(２) 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証した

JCFマーク 

(３) 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク 

(４) ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク 

(５) 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマー

ク 

(６) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類する認証等を受けたマーク等が付

されたもので、市長が認めるもの 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、対象ヘルメットを購入した使用者（自転

車乗車用ヘルメットを使用する自転車利用者をいう。次条第２項及び第５条第１

項において「使用者」という。）であって、次の各号のいずれにも該当する者と

する。 

(１) 当該対象ヘルメットの購入日及び申請日において市内に住所を有し、かつ、

現に居住していること。 
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(２) 補助金の交付を申請する日の属する年度（以下「申請年度」という。）の

前年度の１月１日から申請年度の末日までに当該対象ヘルメットを購入してい

ること。 

(３) 当該対象ヘルメットの購入費用について、過去に本市、国又は他の地方公

共団体から補助金その他相当の反対給付を受けない給付金を受けていないこと。 

(４) 富津市暴力団排除条例（平成24年富津市条例第１号）第２条に規定する暴

力団員等でないこと。 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、対象ヘルメット１個につき2,000円とする（消費税及び地方

消費税を含み、送料、装飾品等を除く。）。ただし、対象ヘルメットの購入費用

が2,000円未満のときは、その額とし、100円未満の端数が生じたときは、その端

数を切り捨てた額とする。 

２ 対象ヘルメットの購入上限数は、使用者１人につき１個までとする。 

（補助金の交付申請等） 

第５条 補助金の交付を受けようとする使用者（未成年である場合にあっては、当

該使用者の保護者とする。以下「申請者」という。）が補助金の交付を受けよう

とするときは、富津市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助金交付申請書兼

請求書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出することにより

申請するものとする。 

(１) 対象ヘルメットの購入に係る書類で、次に掲げる項目の記載がある書類 

ア 領収日 

イ 対象ヘルメットの購入金額 

ウ 購入店名 

エ 対象ヘルメットを購入したことが確認できる購入品目 

(２) 第２条各号に掲げるマークが付されていることを確認することができる書

類 

(３) 申請者の本人確認ができる書類 

(４) 補助金の振込先の金融機関の口座を確認することができる書類 

(５) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 
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２ 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものと

する。 

(１) 電子申請方式 申請者が申請を電子情報処理組織（市の機関の使用に係る

電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と申請者の使用に係る電子計算

機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して行う方

式 

(２) 郵送申請方式 申請者が申請を郵送により行う方式 

(３) 窓口申請方式 申請者が申請を窓口で行う方式 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、提示により確認することができるときは、

当該書類の添付を省略させることができる。 

４ 第１項の申請期限は、補助金の交付を受けようとする年度の末日までとする。 

（補助金の交付の決定） 

第６条 市長は、前条第１項の申請があったときは、その内容を審査し、承認の可

否を決定し、富津市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助金交付（不交付）

決定通知書兼額確定通知書（別記第２号様式）により申請者に通知するものとす

る。 

（交付決定の取消し） 

第７条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいず

れかに該当すると認めるときは、富津市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補

助金交付決定取消通知書（別記第３号様式）により通知し、補助金の交付決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(３) 補助金の交付を受けて購入した対象ヘルメットを第三者に譲渡したとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが適当でないと

認めるとき。 

（補助金の返還） 

第８条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係

る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命
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ずるものとする。 

（補助金交付手続の省略） 

第９条 申請者の手続の負担軽減及び事務の簡素化を図り、効率的に運用するため、

実績報告及び額の確定の通知については、省略するものとする。 

２ 第５条の申請は、補助金の交付の請求を兼ねるものとする。 

（補則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この告示は、令和６年10月１日から施行する。 
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別記第１号様式（第５条関係） 

第２号様式（第６条関係） 

第３号様式（第７条関係） 

 


